
香川県都市計画審議会環境影響評価専門小委員会設置規程 

（設  置） 

第１条 香川県都市計画審議会（以下「審議会」という。）は，都市計画に係る環境影響評価に関す

る事項について事前に審査をするため，環境影響評価専門小委員会（以下「小委員会」という。）

を置く。 

（設置期間） 

第２条 小委員会の設置は，環境影響評価を必要とする都市計画の案について，香川県知事から事前

審査の依頼を受けてから，当該都市計画の案が審議会で議決されたとき，又は審議会で小委員会の

廃止の議決がなされたときまでとする。 

（組  織） 

第３条 小委員会は 12 人以内とし，会長が指名する委員及び臨時委員で組織する。 

（座  長） 

第４条 小委員会に座長を置き，会長の指名によってこれを定める。 

２ 座長に事故があるときは，座長があらかじめ指名する委員又は臨時委員がその職務を代理する。

（会  議） 

第５条 小委員会の会議は，座長が招集し，座長はその会議の議長となる。 

（報  告） 

第６条 座長は，小委員会の審査結果を審査会に報告するものとする。 

（参 考 人） 

第７条 座長は，審査に必要があると認めるときは，会議に参考人の出席を求め，意見をきくことが

できる。 

（雑  則） 

第８条 この規程に定めるもののほか，小委員会の運営に関し必要な事項は，座長が定める。 

附   則 

この規程は，昭和 60 年 3 月 26 日から施行する。 

附   則 

この規程は，平成 12 年 4 月 1 日から施行する。 

 



 

都市計画審議会環境影響評価専門小委員会名簿 
 

(敬称略：50 音順 令和 7 年 12 月 25 日時点) 

 

氏  名 職  名 備考 

荒木 裕行 香川大学創造工学部准教授 振動 

今岡 芳子 
香川高等専門学校建設環境工学科 

講師 
騒音 

川口 敏 香川生物学会常任理事 
動物 

（陸上脊椎動物） 

川田 正明 高松桜井高等学校教諭 
動物 

（水生生物） 

小林 剛 香川大学農学部准教授 植物 

中島 美登子 香川大学創造工学部准教授 景観・人触れ 

松本 慶一 
みんなでつくる自然史博物館・香川 

研究員 

動物 

（陸上無脊椎動物）

柳川 竜一 
香川高等専門学校建設環境工学科 

教授 
水質 

山本 高広 香川大学創造工学部講師 大気質 

吉田 秀典 香川大学創造工学部教授 
座長 

地形・地質 

 


